
質　　問 回　　答

1

先進地視察先について、県内に限定せず、県外で

も問題ないか。

県外でも問題ない場合、貸切バス等を利用した時

の移動費は事業費に含めても問題ないか。

先進地視察については、県外でも問題ありません。

貸切バス等を利用した時の移動費については、事業費に含まれま

す。

2
研修や先進地視察の際に昼食等を付ける場合、事

業費に含めても問題ないか。

昼食については事業費に含まれないため、参加者の実費となりま

す。
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